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当社は、当社の完全子会社である Meiji Seika ファルマ株式会社（以下「ＭＳＰ」といいます。）

との間で２０２５年１１月２０日に吸収分割契約を締結し、当社を吸収分割株式会社、ＭＳＰ

を吸収分割承継株式会社とする会社分割により、２０２６年１月３０日を効力発生日として、

当社が保有するＫＭバイオロジクス株式会社の普通株式５，８００株をＭＳＰに承継させるこ

とといたしました（以下「本分割」といいます。）。つきましては会社法（以下「法」といいます。）

第７８２条第１項及び会社法施行規則（以下「施行規則」といいます。）第１８３条の規定に従

い、下記のとおり吸収分割契約の内容その他法務省令で定める事項を記載した書面を備え置く

ことといたします。 

 

記 

 

１．吸収分割契約の内容（法第７８２条第１項第２号） 

別添資料１のとおりです。 

 

２．法第７５８条第４号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（施行規則第１８

３条第１号イ） 

ＭＳＰは本分割に際して当社に対し対価を交付しませんが、ＭＳＰは当社の完全子会社で

あることから相当であると判断しています。 

 

３．法第７５８条第８号に掲げる事項（施行規則第１８３条第２号） 

該当事項はありません。 

 

４．法第７５８条第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（施行

規則第１８３条第３号） 

該当事項はありません。 

 

５．吸収分割承継株式会社についての次に掲げる事項（施行規則第１８３条第４号） 

（１）最終事業年度（２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日）に係る計算書類等（施行規

則第１８３条第４号イ） 

別添資料２のとおりです。 



 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時

計算書類等の内容（施行規則第１８３条第４号ロ） 

該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（施行規則第１８３条第４号ハ） 

該当事項はありません。 

 

６．吸収分割株式会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（施行規則

第１８３条第５号イ） 

該当事項はありません。 

 

７．吸収分割が効力を生ずる日以後における債務の履行の見込みに関する事項（施行規則第１

８３条第６号） 

（１）吸収分割株式会社の債務の履行の見込みに関する事項 

本分割の効力発生日以降における当社の資産の額は、負債の額を上回る見込みです。 

また、本分割の効力発生日までに当社の資産及び負債の状態に重大な変動を生じる事態

は、現在のところ予測されていません。 

したがって、本分割の効力発生日以降における当社の資産の額は負債の額を十分に上回

る見込みです。 

以上の点、ならびに、当社の収益状況及びキャッシュフロー等にかんがみて、当社の負担

する債務については、本分割の効力発生日以降も履行の見込みがあると判断します。 

 

（２）吸収分割承継株式会社が承継する債務の履行の見込みに関する事項 

本分割により、当社がＭＳＰに対して承継させる債務はありません。 

なお、本分割の効力発生日以降におけるＭＳＰの資産の額は、負債の額を上回る見込み

です。 

また、本分割の効力発生日までにＭＳＰの資産及び負債の状態に重大な変動を生じる事

態は、現在のところ予測されていません。 

したがって、本分割の効力発生日以降におけるＭＳＰの資産の額は負債の額を十分に上

回る見込みです。 

以上の点、ならびに、ＭＳＰの収益状況及びキャッシュフロー等にかんがみて、ＭＳＰの

負担する債務については、本分割の効力発生日以降も履行の見込みがあると判断します。 

 

以上 



別添資料１

吸収分割契約書
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明治ホールディングス株式会社 （以下 「甲」 という。） 及びＭｅｉｊｉ

　

ｓｅｉｋａファルマ株式

会社 （以下「乙」 という。） は、以下のとおり、吸収分割契約 （以下「本件吸収分割契約」

という。） を締結する。

第１条 （吸収分割会社・吸収分割承継会社の商号・住所）

　

本件吸収分割契約に基づく吸収分割 （以下「本件会社分割」 という。） における吸収

　

分割株式会社及び吸収分割承継株式会社並びにそれらの商号及び住所は、次の各号に

　

定めるとおりとする。

　

（１） 吸収分割株式会社

　　　

甲

　

商

　

号 明治ホールディングス株式会社

　　　　　

住

　

所

　　

東京都中央区京橋二丁目４番１６号

　　　　　　　

（２） 吸収分割承継株式会社

乙 商

　

号

　　

Ｍｅｉｊｉｓｅｉｋａファルマ株式会社

　

住

　

所

　　

東京都中央区京橋二丁目４番１６号

第２条（吸収分割）

　

甲は、 甲が保有する勘４バイオロジクス株式会社の普通株式５，８００株 （以下 「本株式」

　

という。） を、 吸収分割の方法により、 乙に承継させる。

第３条 （乙に承継する権利義務）

１．

　

乙は、本件会社分割により甲から本株式を承継する。
２． 甲は、 乙に対して、 本件会社分割に際し、 甲の従業員との間の雇用契約並びにその他

　

の一切の債務及び義務を承継しない。

　　　　　　　

第４条 （本件会社分割に際して対価として交付する金銭等に関する事項）

　　　　　　　　

乙は、本件会社分割に際して、乙が前条第１項に基づき承継する本株式の対価を支払

　　　　　　　　

わない。

ノ”」‘

　　　　

第５条 （乙の資本金及び準備金等の額に関する事項）んも聖隷当きき，
さき 誓お

　　　　

乙は、本件会社分割により資本金及び準備金の額を増加しない。　　　　　

　　　　　

　 　　　　

　

　　

　　　

　　 　 　　 　

　

　

　　　

　

‐１‐



第６条 （効力発生日）

　

本件会社分割の効力発生日 （以下「本件分割効力発生日」 という。） は、２０２６年１月

　

３０

　

日とする。 但し、本件会社分割の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場

　

合は、 甲と乙の合意によって、 これを変更することができる。

第７条 （株主総会の承認）

１．

　

甲は、会社法第７８４条第２項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに本件会社分割

　

を行う。

２．

　

乙は、会社法第７９６条第１項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに本件会社分割

　

を行う。

第８条 （本件会社分割の条件変更・中止及び本件吸収分割契約の解除）

　

本件分割効力発生日までの間に、本件会社分割の実行に重大な支障となる事態が生じ

　　

た場合その他本件会社分割の目的の達成が困難となった場合は、甲と乙の合意によっ

　

て、 本件会社分割の条件を変更し、本件会社分割を中止し、又は本件吸収分割契約を

　

解除することができる。

第９条 （本件吸収分割契約に定めのない事項）

　

本件吸収分割契約に定める事項の他、本件会社分割に関し必要な事項は、 本件吸収分

　

割契約の趣旨に従って、 甲と乙の合意によって決定する。

（以下余白）

－２－

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一



本件吸収分割契約締結の証として、本書２通を作成し、甲及び乙が、 記名押印の上、各１

通を保有する。

２０２５年１１月 ２０

　

日

甲

乙

東京都中央区京橋二丁目４番１６号

明治ホールディングス株式会社

　

，

代表取締役

　

松田

　

克也

　　　　

．

　

ＥＰ

東京都中央区京橋二丁目４番１６号

Ｍｅｉｉｉｓｅｉｋａファルマ株式会社

　

露語琵琶

代表取締役 永里 敏秋

　　　

繊弱電熱．；，

　　　　　　　　　　

　　　　　

－３－

▼



別添資料２

吸収分割承継株式会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容

第１６６期

目

　

２０２４年４月

　

１日

至

　

２０２５年３月３１日

　　　

貸借対照表

　　　

損益計算書

株主資本等変動計算書

　　　

個別注記表

　　　

事業報告

会計監査人監査報告書謄本

監査役監査報告書謄本

Ｍｅｉｊｉｓｅｉｋａ ファルマ株式会社



期６６　　　第
貸

　

借

　

対

　

照

　

懇

Ｍｅｉｊｉｓｅｉｋａ

　

ファルマ株式会社２０２５年３月

　

３１日

　

現在

勘

　

定

　

科

　

目 金

　　

額 勘

　

定

　

科

　

目 金

　　

額

資

　　　　　

産

　　　　　

の

　　　　　

部

　　　　　

２３２，７５１ 負

　　　　　

債

　　　　　

の

　　　　　

部

　　　　　

１３３，８１８

流

　　　　

動

　　　　

資

　　　　

産

　　　　　

１３４，２４４ 流

　　　　

動

　　　　

負

　　　　

債

　　　　　

１ュ５，８９９

現

　　

金

　　

及

　　

び

　　

預

　　

金 曜ー

　

ー
電

　　

子

　　

記

　　

録

　　

債

　　

務

　　　　　　　　

５００

売

　　　　　　

掛

　　　　　　

金

　　　　　

４１，９７５ 買

　　　　　　

掛

　　　　　　

金

　　　　　　

１７，１３７

商

　　

品

　　

及

　　

び

　　

製

　　

品

　　　　　　

２３，０５８ 短

　　　

期

　　　

借

　　　

入

　　　

金

　　　　　　

４０，６８８

半

　　　　　　

製

原

　　　　　　

材

　　　　　　

料

馳

　

８

　

２

謡

　

ぷ

ｒｂ

　

十ＡＩ

リ

　　

ー

　　　

ス

　　　

債

　　

務

未

　　　　　　

払

　　　　　　　

金
．
弼

仕

　　　　　　

掛

　　　　　　

品

　　　　　　　　

７６ 未

　　　　

払

　　　　

費

　　　　

用

　　　　　　

１７，５８１

前

　　　　　　

渡

　　　　　　

金

　　　　　　

１，３８３ 未

　　

払

　　

法

　　

人

　　

税

　　

等

　　　　　　

３，１５７

　

前

　　　

払

　　　

費

　　　

用

　

関

　

係

　

会

　

社 短 期

　

貸

　

付

　

金
鯛
因

預

　　　　　　

り

　　　　　　　

金 ２１，１８７

　　　　　　

２，３５６ 賞

　　

与

　　　

引

　　　

当

　　　

金

　　　　　　

１，７６４‐

そ

　　　　　　

の

　　　　　　

他

　　　　　

３３，２１７ 返

　　　　

金

　　　　

負

　　　　

債 ４，４０９

固

　　　　

定

　　　　

資

　　　　

産

　　　　　

９８，５０７ 契

　　　　

約

　　　　

負

　　　　

債

　　　　　　　　

１３３

有

　　

形

　　

固

　　

定

　　

資

　　

産

　　　　　　

２３，１７２ そ

　　　　　　　

の

　　　　　　　

他

　　　　　　

４，５６９

建

　　　　　　　　　　　　　

物

　　　　　　

６，４１９

－ー構

　　　　　　

築

　　　　　　

物

　　　　　　　　

９０９ 債負定固 雌機

　　

械

　　

及

　　

び

　　

装

　　

置

車

　　

両

　　

運

　　

搬

　　

具

　　　　　　

１，５５０ 務債スー＝
ノ

２２

　

ー

　　　　

▼

　　　　　

０ 金山当川男付給職退 ％翻「
“

工

　

具

　

、

　

器

　

具

　

及

　

び

　

備

　

品

　　　　　　　　

７５４ 金払未期長 』一土

　　　　　　　　　　　　　　

地

　　　　　　

１，４９９

リ

　

ー

　

ス

　

資

　

産 （

　

有

　

形

　

）

　　　　　　　　

３２ 割
閏の産資純 蜘建

　　

設

　　

仮

　　

勘

　　

定

　　　　　　

１２，００６ 本資主株 曜無

　　

形

　　

固

　　

定

　　

資

　　

産

　　　　　　　

３０１ 金本資

皿
Ｍ

ソ

　　

フ

　　

ト

　　

ウ

　　

ェ

　　

ア ｍ 金余請渠本資

．
Ｍ

投

　

資

　

そ

　

の

　

他

　

の

　

資

　

産

　　　　　

７５，０３２ 金備準本資 圃ース

　

ー
投

　　

資

　　

有

　　

価

　　

証

　

券

　　　　　　

７，３２０ 金余剰益 ９４″倣

関

　　

係

　　

会

　　

社

　　

株

　　

式

　　　　　　

４５｝１９５ 金余剰益・．・・．・・チホケ他のそ ９４コ６１

関

　

係

　

会

　

社

　

出

　

資

　

金

　　　　　　　　

７１６ 金立積縮圧産資定固

』関

　

係

　

会

　

社 長

　

期

　

貸

　

付

　

金

　　　　　　　　

８０２ 金立積途別 一 卿前

　

払

　　

年

　　

金

　　

費

　　

用

　　　　　　

３，５９２ 金余剰益．－．‐‘手中越繰 蜘繰

　　

延

　　

税

　　

金

　　

資

　　

産

そ

　　　　　　

の

　　　　　　

他 蜘
綴

等額差算換価壷十－ー＝” ８４堪
金額差価市丁－…”券Ｔ比ニ“ー員価有他のそ 総合

　　　

計

岬
合



Ｍｅｉｊｉｓｅｉｋａファルマ株式会社目

　

：

　　

２０２‘１年 ４月

　

１日

至

　

：

　　

ヮｎヮ年

　

３月３１日

勘

　

定

　

科

　

目 金

　　　　　

額

士

　　　　　　　　

上

　　　　　　　　

高クＣ

売

　　　　　　

上

　　　　　

原

　　　　　　

価

売

　　　　

上

　　　

総

　　　

利

　　　　

益

販

　

売

　

費

　

及

　

び

　

一

　

般

　

管

　

理

　

費

　

販

　　　　　　

売

　　　　　　

費

　　　

殻

　　

管

　　

理

　　

費

営

　　　　　

業

　　　　　

利

　　　　　

益

営

　　　　

業

　　　　

外

　　　　

収

　　　　

益

　

受

　　　

取

　　　

利

　　　

息

　

受

　　　

取

　　

配

　　

当

　　　

金

　

雑

　　　　　　

収

　　　　　　

入

営

　　　　

業

　　　　

外

　　　　

費

　　　　

用

　

支

　　　　

払

　　　　

利

　　　　

息

　

為

　　　

替

　　　

差

　　　

損

　

雑

　　　　　　

損

　　　　　　

失

経

　　　　　

常

　　　　　

利

　　　　　

益

特

　　　　　　

別

　　　　　

利

　　　　　　

益

　

投

　

資 有

　

価

　

証

　

券

　

売

　

却

　

益

　　　

補

　　

助

　　

金

　　

収

　　

フ・

　

そ

　　　　　　

の

　　　　　　

他

特

　　　　　　

別

　　　　　

損

　　　　　　

失

　

固

　

定

　

資

　

産

　

廃

　

棄

　

損

　

固

　

定

　

資

　

産

　

圧

　

縮

　

損

　

そ

　　　　　　

の

　　　　　　

他

税

　　

引

　　

前

　　

当

　　

期 純

　

利

　　

益

法

　

人

　

税

　

、 住

　

民

　

税

　

及

　

び

　

事

　

業

　

税

法

　　

人

　　

税

　　

等 調

　　

整

　　

額

当

　　　　

期

　　　　

純

　　　　

利

　　　　

益

１４，８９１

３０，５３５

１４４，３９２

９５，０６９

４９一３２３

４５，４１２７

　

１８

１，９９０

　

８１０

３，８９５

２，８１９

　

２９８
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個 別

　

注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１，資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　

子会社株式及び

　　　　

……

　

移動

　

関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

市場価格のない株式等

以外のもの

市場価格のない株式等

　

……

　　

－

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ

　　　　　　

……

　

時価～

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

　　　　

．

　　

（リース資産を除く）

（２）無形固定資産

（３）リース資産

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）に
よっておりま

す。

移動平均法による原価法によっております。

時価法によっております。

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定）によっております。

定額法によっております。

定額法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお
りま

す。

３，引当金の計上基準

（「）賃倒引当金

（２）賞与引当金

（３）退職給付引当金

売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に

対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計
上しております。

従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している
と

認められる額を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期



間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間

以内の一定の年数による定額法により費用処理することとしておりま

す。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤
務

期間以内の一定の年数（７年）による按分額を翌事業年度より費用処理

することとしております。

４．収益及び費用の計上基準

　

当社は、医療用医薬品の販売、知的財産に係るロ
イヤリティ、契約一時金及びマイルストンに

係る収益及び

受託業務に係る収益を計上しております。

　

医療用医薬品の販売による収益については、通常、顧客による物品の検収時点で支配
が顧客に移転し当社

の履行義務が充足されると判断していることから、当該物品の検収時点で収益を認識して
おります。なお、物品

の国内の販売においては出荷時から当該物品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の
期間である

場合には代替的な取り扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。これらの
物品の販売による収益は、顧

客との契約において約束された対価から、値引き、割戻等及び消費税等の税金を控
除した金額で測定しており

ます。また、顧客からの返品見込額を予想返品数量等に
基づいて算定し、物品の販売による収益から控除す

る

とともに同額の返金負債を計上しております。返金負債の決済時に顧客から物品を回収する
権利についての資

産は、回収が可能と認められる金額を返品資産として計
上しております。

　

知的財産に係るロイヤリティ収益は、原則として基礎となる売上が発生した時点で認
識しております。

　

契約一時金及びマイルストンに係る収益においては、履行義務は契約に基づく知的財産の提
供であり、履行

義務が充足された時点又は履行義務が充足されるにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。
一

時点で充足される履行義務については、契約に基づき当社が移転することを約束し
た権利の支配を顧客が獲

得した時点で収益を認識しております。一定の期間にわたり充足される履行義務について
は、個々の契約ごと

に決定した履行義務の充足に関する進捗度の測定方法に従い、予想される契約期間等の一定期間にわ
たり収

益として認識することとしております。

　

受託業務に係る収益は、主に、医療用医薬品の情報提供活動業務等の
受託であり、顧客との契約に基づい

て受託業務を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、顧客への役務の提供に
より充足されるこ

とから、当該履行義務を充足した時点において、収
益を認識しております。

　

取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおり
ませ

ん。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

ヘッジ会計の方法

　　　　　

……

　

繰延ヘッジ処理によっております。

　　　　　　　　　　　　　　　

なお、為替予約等については、要件を満た
している場合には振当処理に

よっております。



（会計方針の変更に関する注記）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の
適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企
業会計基準第２７号 ２０２２年１０月２８日。以下「２０２２

年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しており
ます。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、２０２２年改正会計
基準第

２０一３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（
企業会計基準適

用指針第２８号 ２０２２ 年１０月

　

２８日）第６５一２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

なお、当該会計方針の変更による計算書類に与える影
響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年
度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

棚卸資産の評価（簿価切下げ）

（１）当事業年度の棚卸資産（商品及び製品、半製品、仕掛品、原材料）の
金額

　

３３，０７２百万円

（２）計算書類利用者の理解に資するその他の情報

上記、棚卸資産の金額は簿価切下げ額
１１，１８１百万円を控除しております。当社

は、棚卸資産について収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により評価しており、営業循環過程から外れた棚卸資産につ
いては、個別

に将来の販売見込み及び直近の販売実績に照らして帳簿価額を切下げ、当該切下げ額を棚卸
資産評価損とし

て売上原価に計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額

　

３６，０５８百万円

２，関係会社に対する金銭債権・債務

　

金銭債権

　　　　　　　　　　

１７，７６２百万円

　

金銭債務

　　　　　　　　　　

５７，７０１百万円

（損益計算書に関する注記）

１．関係会社との取引高

　

売上高 １７，４２２百万円

　

仕入高 ６７，７６１百万円

　

販売費及び一般管理費

　　　　　

１，４０４百万円

　

営業取引以外の取引高

　　　　　

２，０２５百万円



（株主資本等変動計算書に関する注記）

１，当該事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

　

３７９，０７２，０００株

２，当事業年度中に行った剰余金の配当に関す
る事項

　

（１）配当金支払額

　

２０２４年６月２６日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

　　

配当金の総額

　

２，０８８百万円

　　

１株当たり配当額

　

５．５１円

　　

基準日

　

２０２４年３月３１日

　　

効力発生日

　

２０２４年６月２７日

　

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度
となるもの

　　

２０２５年６月２６日開催予定の定時株主総会において、次の議案を付議いたします。

配当金の総額

　

６，０９１百万円

配当金の原資

　

利益剰余金

「株当たり配当額

　

１６．０７円

基準日

　

２０２５年３月３１日

効力発生日

　

２０２５年６月２７日

（税効果会計に関する注記）

１，繰延税金資産及び繰延税金負債の発
生の主な原因別の内訳

繰延税金資産の発生の主な原因は、関係会社株式評価損、退職給付引当
金等であり、評価性引当額を控除

して計上しております。繰延税金負債の発生の主な原因は、前
払年金費用、固定資産圧縮積立金、その他有価

証券評価差額等であります。

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資
産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第１３号）が２０２５年３月３１日に国
会で成立したことに伴

い、２０２６年４月１日以後開始する事業年度
より、「防衛特別法人税」の課税が行わ

れることになりました。

これに伴い、２０２６年４月１日に開始する事業年度以降に解
消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及

び繰延税金負債については、法定実効税率を３０．６％から３
１，５％に変更し計算しております。

なお、この税率変更による影響は軽微でありま
す。

３．グループ通算制度の適用

当社は、グループ通算制度を適用しており、法
人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示

については、「グループ通算制度を適用する場合の
会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第４２号

２０２１年８月１２日）に従っております。



（金融商品に関する注記）

「．金融商品の状況に関する事項

当社は、必要な資金を親会社借入により調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程等に従い、主要な取引先の
状況を定期的に

モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財
務状況等の悪化等による回収懸念の早期

把握や低減を図っております。また、投資有価証券は主に株式であり、定期的に
時価や発行体の財務状況を把

握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継
続的に見直しております。

売掛金及び買掛金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに対して、為替予
約等を利用してヘ

ッジしております。

預け金は、グループファイナンスを利用した親会社に
対する預け金であります。

貸付金は、主に当社の関係会社に対する貸付金であり
ます。なお、貸付先の信用リスクは、主要な貸付先の

状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理する
とともに、財務状況等の悪化等による

回収懸念の早期把握や低減を図っております。

借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的とした
ものであります。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リス
クに対するヘッジを目的とした為替予約

取引等であります。なお、デリバティブ取引につきましては、デリ
バティブ取引管理規程に基づき取引を行ってお

り、また、カウンターパーティ
１」スクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っ

ております。

２．金融商品の時価等に関する事項

２０２５年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。

（単位；百万円）

区分
貸借対照表

計上額
時価 差額

（「）投資有価証券

　

その他有価証券

（２）関係会社貸付金（※）

３，１１１

３，１５８

３，１１９

３，１５８

８

資産計 ６，２７０ ６，２７８
８

（※）関係会社貸付金には、短期貸付金及び長期貸付金を含めております。

（注１）現金は注記を省略しており、預金、売掛金、預け金、買掛金、電子記録
債務、未払金、未払費用及び

預り金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
ることから、注記を省略しております。



（注２）市場価格のない株式等は上記の表中の投資有価証券（その他有価証券）には含まれておりません。
当

該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

区分 貸借対照表計上額

市場価格のない株式等（※１） ４９，８９３

組合出資金（※２） ３７７

　

（※１）市場価格のない株式等には非上場株式、出資金、関係会社株式及び関係会社出資
金が含まれ、当

該金融商品は「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第１９号２０２０年３

　

月３１日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

　

（※２）組合出資金は投資事業組合であります。当該金融商品は「時価の算定に関する会
計基準の適用指

　

針」（企業会計基準適用指針第３１号

　

２０２１年６月１７日）第２４一１６項に基づき、時価開示の対象とはして

　

おりません。

（注３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可
能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベル

に分類しております。

　

レベル１の時価 ： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　

レベル２の時価 ： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した

　　　　　　　　

時価

　

レベル３の時価 ： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ
ベルに時価を分類しております。

（１）投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価を

レベル１の時価に分類しております。なお、当社が保有しているゴルフ会員権
は、市場での取引頻度が低く、

活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しており
ます。

（２）関係会社貸付金

これらの時価は、個別に回収可能性を勘案し、回収見込額に基
づいて時価を算定しております。なお、時価

は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっており、その
時価をレベル３の時価に分類しております。



（関連当事者との取引に関する注記）

１．親会社
（単位；百万円）

種
類
会社等

の名称
住所
資本

金

事業の

内容

議決権等の

被所有割合

関連当事

者との関係
取引の内容

取引

金額
科目

当事業

年度末

残高

親
会
社

明治

ホールデ

イングス

　

（株）

東京都

中央区
３０，０００

純粋

持株会社
直接１００％

役員の兼

任３名

当社経営

管理の

委託等

経営管理料

の支払

　

（注１）

８１２

配当金の

支払
２，０８８

賃借料の

支払

（注２）

５０９

　　

借入金

　　

の返済

グループ

ファイナンス

　

（注３）

１８，４３８

短期

借入金
４０，６８８

利息の支払 １１５
未払

利息

（注）取引金額には消費税等を含めておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

１，経営管理料については、経営管理契約に
基づき両社協議の上、決定しております。

２．賃借料については、近隣の相場を勘案し
て一般取引と同様に決定しております。

３．グループファイナンスについては、市場
金利を勘案した合理的な利率を設定しており、借入金については借

入期間・返済方法を両者協議の上、借入条件を決定しております。また、反復取
引のため取引金額の記載を省

略しております。



２．子会社及び関連会社
（単位：百万円）

種
類
会社等

の名称
住所
資本
金

事業の

内容

議決権等の

所有割合

関連当事

者との関係
取引の内容

取引

金額
科目

当事業

年度末

残高

子
会
社

Ｍｅ

　

フアノレ

マ（株）

東京都

中央区
１０
医薬品の

販売
直接１００％

当社製品

の販売

グループフ

アイナンス

等

医薬品の

販売（注２）
１０，９０６ 売掛金 ３，６０７

グループ

ファイナンス

　

Ｇ主１）

短期

貸付金
２，１６２

　

ＭｅＵｉ

ｓｅｉｋａ

　

フア

ルマテツ

ク（株）

神奈川県

小田原市
９０
医薬品の

製造・販売
直接１００％

当社製品

　

の

製造委託
グループフ

アイナンス

等

医薬品の

仕入（注２）
２０，０８５ 買掛金 ３，０４０

原材料の

有償支給

（注２）

１３，８１３ 未収金 ５，１６５

グループ

ファイナンス

　

（注１）

預り金 ２，９２５

関
連
会
社

ＫＭバイ

オロジク

ス（株）

熊本県

熊本市
１０，０００
医薬品の

製造・販売
直接２０％

役員の

兼任４名

同社製品

の仕入等

医薬品の

仕入（注２）
２５，８９４ 買掛金 ６，１６６

（注）取引金額には消費税等を含めておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

１．グループファイナンスについて
は、市場金利を勘案した合理

的な利率を設定しております。また、反復取引の

ため取引金額の記載を省略しております。

２．価格その他の取引条件は、市場実勢を
勘案し交渉のうえ、決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

「，１株当たり純資産額

２．１株当たり当期純利益

２６０円９９銭

１６円１３銭

（収益認識に関する注記）

収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載の
とおりであります。



告事

　

業

　

報
（２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日まで）

１．株式会社の状況に関する重要な事項

（１） 事業の経過およびその成果

　　

米国の自国保護主義的な政権の台頭や困難を極める紛争終結交渉は国家間の分断
を

　

一層深刻化させています。 更にグロ←バルサウスの
影響力増大による多極化も国際協

　

調を複雑にしている要因となっています。 このように先が見通せ
ない環境下では、 事

　

業への将来影響を常に見定め、 各組織が０ＯＤＡル
ープなどを活用して有効な先手を

　

打っていけるかどうかが企業の命運を左右します。

　　

国内の医薬品産業を取り巻く現況に目を向けると、 予防医療の分野では世
界平均よ

　

りもはるかに低いワクチンリテラシーが問題となっています。 また、 薬剤治
療の分野

　

では、薬剤費抑制を目的とした選定療養制
度が導入され、さらに高額療養費の自己負

　

担増や薬価制度の見直しが国政レベルで議論されています。このような課題に対
処す

　

る一方で、 国家成長戦略においては、３，０
００億円の創薬支援による事業機会が見込ま

　

れています。 さらに、 競争優位を一変さ
せるＡＩ／ＤＸによる事業変革競争も水面下

　

で大きく進展しており、 これらの要素が相互に影響
を与えながら、 製薬業界の未来を

　

形作っています。

　　

２０２６中期経営計画 （以下２６中言１・）の初年度である２０２４年度は、 このような想定
外

　

の変化の中、 創発的な経営の舵取りによって
種々の課題に取り組み、 所与の目標達成

　

を推し進めてまいりました。

　　

具体的には、 抗菌薬やワクチンの安
定供給に取り組むとともに、 経済安全保障

上の

　

課題である抗菌薬の原薬生産体制の構築を進めました。 また、 新規β
－ラクタマーゼ

　

阻害剤 「ＯＰ０５９５（ナキュバクタム）」 などグローバル製品の開発も進め
ました。 加え

　

て、 ジェネリック医薬品業界が
抱える供給不安の構造的課題を解決するため、 コンソ

　

ーシアムの実現に向けて取り組みました。

　　

新型コロナウイルス感染症に対する次世代・・・Ｒ‐ＮＡワクチン （レプリコ
ン）「コス

　

タイベ筋注用 （以下、「コスタイベ」）」 については、 日
本におけるオミクロン株ｊＮ．

　

１系統対応の一部変更承認を取得し、 供給を開始しました。

　　

これら取り組みの結果、 当期における当社売
上高は １，４４３億 ９２百万円 （前期比

　

１０８．１％）、 営業利益は３８億９５百万円
（前期比５３．２％） となり、 増収減益となり

ました。

　　

主な増収要因は、 抗菌薬
「スルバシリン」 や 「メイアクト」 が好調に推移したこと

　

のほか、２０２４ 年５月発売の選択的ＲＯＣ
Ｋ２阻害剤 「レズロック錠」 も増収に貢献し

　

ました。 また、インフルエンザワクチンの
出荷本数が前年同期を大幅に上回ったこと

　

に加えて、 海外事業では
「メイアクト」 の輸出が好調に推移しました。

　　

営業利益においては、 主力品の増収による増益
がありましたが、 ワクチン事業にお
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ける 「コスタイベ」 の棚卸評，価減、 研究開発費の増加、 子
会社であるＭｅファルマヘ

のジェネリック医薬品の販売移管などの影響により、 前年同期
を下回る結果となりま

した。

（２） 対処すべき課題

　　

先が見通せない環境は引き続き継続すると捉えており、２０２５年度におい
ても持続可

　

能な事業成長を目指し、諸課題に臨機応変に対処する経営
判断とアジリティの高い組

　

織対応を推進いたします。具体的には、薬機法改正および医
療法改正への適切な対応

　

を含め、 以下の課題に取り組んで
まいります。

　　

第一に、 医薬品セグメント
一体化による対外競争力のある事業体制を構築します。

　

経営体制および組織の刷新を行うことで各機能がグローバル競合水準を満
たし、事業

　

の横串機能を強化、 事業展開を最速化してい
きます。 この取り組みにより、

変化の速

　

度が極めて速く、予見性が低い感染症領域で勝
ち抜く強靭な事業体制を構築します。

　　

第二に、 医薬品セグメントの揺る
がない収益基盤をさらに高め、 日本市場での盤石

　

な収益基盤を伸長させるとともに国家助成を最大活用した抗菌薬およびワクチンの国

　

産化を着実に進めます。 これらは、 次に続く
グローバル開発品の後押しとなり、 将来

　

成長の基盤となります。 また、 海外ＣＭＯ／ＣＤ
ＭＯも、 好調な市場環境を

とらえス

　

ピード感をもって強化を図ります。

　　

第三に、 事業変革を主導し、 着
実な業績を積み上げていく人財登用を大胆に進めて

　

いきます。２０２５年度から取り入れたジョブ型の新人
事制度では、従来の属性を排除し

　

た人財起用と報酬をセットにして、 最も適した人財が適所で
活躍できる運用を推進し

　

ます。 これにより、 業績の向
上だけでなく、 社員エンゲージメントの

更なる向上も合

　

わせて達成していきます。

　　

２０２５ 年度は、２６中計最終年度の利益成長達成に
向けた重要な年度となります。当

　

社がそこまでやるとは誰もが想像しえないところまで踏み込み、 各組
織と個人が既存

　

の壁を打ち破り、 新たな構造改革をスタ
ートいたします。



（３）親会社の状況

会

　

社

　

名 資 本 金
当社に対する

出資比率（％）
主 な 事 業 内 容

明治ホールディングス
株

　　

式

　　

会

　　

社
３０，０００百万円 １００．００

菓子、牛乳、乳製品、薬品等の製

造、販売等を行う子会社等の経営

管理およびそれに付帯または関連

する事業

【親会社等との間の取引に関する事項】

　

当社は、 親会社である明治ホール
ディングス株式会社との間で 「グループファイナ

ンスｉ

　

等の取引を実施しておりますが、 当該取引をするにあたっ
ては、 当該取引の必

要性および取引条件が第三者との通常の取引と著しく相違しないこと等に留
意し、 合

理的な判断に基づき、 公正かつ適正に決定してお
ります。

　

また、 当社取締役会は、 取締役会規程
等に基づき、 親会社からの独立性を担保

した

上で当該取引の必要性および妥当性を審議し、 意思決定を行っているこ
とから、 当該

取引が当社の利益を害さないものと判断しております。

２．会計監査人に関する事項

　

名称

　

ＥＹ新日本有限責任監査法人

３， 業務の適正を確保するための体
制

　

当社は、業務の適正を確保するための体制
を横，築するため、「内部統制体制の構築に

　

関する基本方針」（制定２００６年５月、 改正２０２１年５月） を制定してい
ます。 その内容

　

は次のとおりです。

　

（１）取締役、執行役員および使用人の職務の執行
が法令および定款に適合することを確

　　

保するための体制

　　　

①

　

当社およびグループ会社は、 取締役、 執行役員および使
用人の行動基準を示し

　　　　

た 「企業行動憲章」 を定めるとともに、「コンプライアンス推
進規程」 その他関

　　　　

連規程を整備し、 コンプライアンス体制を構築
し、 推進いたします。

　　

②

　

当社およびグループ会社は、「コンプライアンス・リス
ク管理統括委員会」 等

　　　　

を設置し、 リスクおよびコンブライアン
ス体制を構築し、 推進いたします。

　　　

③

　

当社およびグループ会社は、 内部通報窓ロとして社内外
にコンプライアンス・

　　　　

ホットライン （「コンプライアンス相談窓口」） を設置し、 問
題の早期発見、 未

　　　　

然防止を図ります。

　

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　　

①

　

当社およびグループ会社は、「文書取扱規程」
「機密情報管理規程」 その他関連

　　　　

規程を整備し、 経営管理および業務執行に係る重
要な文書、 記録、 情報を適切
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に保存、 管理いたします。

②

　

当社およびグループ会社は、「コンプライアンス・リスク管
理統括委員会」 等

　

を設置し、 情報の保存および管理に関する体
制を構築し、 推進いたします。

（３） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　

①

　

当社およびグループ会社は、 円滑な経営の遂行を阻害する
リスクを組織的、 体

　　

系的に回避するため、 具体的にリスク管理に関する
ルールを定め、 これに基づ

　　　

き適切なリスク管理体制を構築し、 推進いたします。

　

②

　

当社およびグループ会社は、「緊急対策本部」 を設置
し、 管理表等に基

づく組

　　

織的、体系的なリスク管理を実践すると
ともに、緊急事態による発生被害を最

　　　

小限に止める体制を整備し、 推進いたします。

（４）取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　

①

　

当社およびグル」ブ会社は、取締役会の決議に基づく職務の執行は、
「職務規

　　　

程」 に定める基本的職務、 および職務権限ならびに関
連規程により適切に行い

　　

ます。

　

②

　

当社およびグループ会社は、経営に関する重要事項については、経
営会議等に

　　　

より事前に十分審議することを原則とし、 意思決定の迅速化および業務
執行の

　　

効率化を図ります。

（５）当社およびグループ会社ならびに当社の親会社から成る企業集団における業務の適

　

正を確・保するための体制

　

①

　

当社およびグル←プ会社は、 内部統制の精神を共有し、
当社の親会社である明

　　　

治ホールディングス株式会社との連携により、 業務の適正性および財務報告の

　　　

信頼性を確保するための体制を整備し、 推進いたします。

　

②

　

明治ホールディングス株式会社が定める 「グループ会社管理規程」、 当社が定

　　　

める 「Ｍｅｉｊｉｓｅｉｋａファルマグループ会社管理規程」 その他関連規程により、 そ，

　　　

の役割、 権限および責任を定め、
グループ全体の業務の適正化、 最適化に資す

　　　

るよう、 業務を適切に執行いたします。

　　

③

　

所定の重要事項について、 当社が意思決定しよう
とする場合には当社が、 グル

　　　

ープ会社が意思決定しようとする場合には当社が当該グループ会社より適切に

　　　

報告を受けた上で、 事前に明治ホールディン
グス株式会社と協議いたします。

　　

④

　

前号の重要事項にかかる意思決定に基づく執行状況につき、 当社の執行状況に

　　　

ついては当社が、 グループ会社の執行状況につい
ては当社が当該グループ会社

　　　

より適切に報告を受けた上で、 明治ホールディングス株
式会社に報告いたしま

　　　

す。



（６）財務報告の信頼性を確保するための体制

　　

財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に関わる内部統制の構
築、評価およ

　

び報告に関し適切な整備、 運用を図ります。

（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

　

に関する事項、 当該使用人の取締役からの
独立性に関する事項、 および監査役の当

　

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　

①

　

内部監査担当部署である監査部や総務部等の関連部署が、監査役の求めに応じ

　　　

てその職務を補助することとし、 当該職務に関しては
監査役の指揮命令に服す

　

ることとします。

②

　

前号の措置により監査役の指示の実効性を確保いたします。

（８） 取締役、執行役員および使用人が監査役に報告
するための体制、グループ会社の取

　

締役、 監査役、 執行役員および使用人
またはこれらの者から報告を受けた者が監査

　

役に報告するための体制、ならびにその他の監査役への報告に
関する体制

　

①

　

取締役、執行役員および使用人は、取締役会、経
営会議および社内の重要な会

　　　

議を通じて、 または定期報告、 重要書類の回
付等により、 経営の意思決定およ

　　　

び業務執行の状況を監査役に報告いたします。

　

②

　

グループ会社の取締役、 監査役、 執行役員および使
用人またはこれらの者から

　　　

報告を受けた者は、 当社の監査役との会議を通
じて、 または必要に応じた

報告

　　　

もしくは重要書類の開示等により、 経営の意思決定およ
び業務執行の状況を当

　　　

社の監査役に報告いたします。

　

③

　

監査役が事業に関する報告を求めた場合、または監査役が業績、財産の状況
を

　　　

調査する場合は、 迅速かつ的確に対応いたし
ます。

（９） 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いこ

　　

とを確保するための体制

　　　

内部通報の取扱いについて定めた

　

ｒコンプライアンス推進規程」 その他関連規程

　　

において、 内部通報をしたことを理由と
して不利な取扱い等を受けないことを保証

　　

するとともに、 当該体制を整備し、 推
進いたします。

（１０） 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の
当該

　　

職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　

①

　

監査役の職務の執行について生ずる費用または債務を支弁するため、 毎事業年

　　　

度一定額の予算を設けます。

　　

②

　

監査役がその職務の執行について会社法第３８８条に基づく費用の前払い等を
当

　　　

社に請求した場合は、 取締役会における審議に
基づき当該請求に係る費用また



　　　

は債務が当該職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、 速やかに当該

　　

費用等を処理します。

（１１）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　

①

　

当社代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を行います。

　

②

　

代表取締役および他の取締役は、監査役監査の重要性と有用性を認識し、
監査

　　

役の監査業務に積極的に協力いたします。

（１２）反社会的勢力の排除に向けた体制

　

①

　

当社およびグループ会社は、「企業行動憲章」 に基
づき、 市民社会の秩序や安

　　

全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、 一切の関係を遮断いたします。

　

②

　

反社会的勢力および団体による脅威を受けたり被害を受ける虞のある場合には、

　　

警察等関係行政機関や顧問弁護士と緊密な連携をとりながら、速やかに行動し

　　　

対応する体制を整備し、 推進いたします。

４，業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　

当社およびグループ会社は、 全社戦略遂行力強化、 内部統制
強化を目的とし、 ガバナ

　

ンス強化の取り組みを推進しております。 その取り組みの一環 として、
「リスク管理規

　

程」、「環境管理規程」、
「人事異動取扱規程」、「高度資格手当規程」 を新規に制

定し、

　

「職務規程」、「文書取扱規程」、
「内部監査規程」 等を改定しました。

　

（１）取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令およ
び定款に適合することを確

　　

保するための体制

　　

①

　

当社およびグループ会社は、「コンプライアンス推
進規程」 に則り、 実効性の

　　　　

あるコンブライアンス体制を整備しております。 また、 当社では、 半期毎に開

　　　　

催する 「コンプライアンス・リスク管理統括委員会」 において重要な課題に対

　　　　

する取り組み方針を策定し、 各職場のコンプライアンス実践リ
ーダーに対する

　　　　

研修等を通して全社への周知徹底をしております。

　　　

②

　

当社およびグループ会社は、 半期毎に 「コンプライアンス・リスク管
理統括委

　　　　

員会」 等を開催し、 リスクおよびコンブライアンス体
制を構築し、 推進してお

　　　　

ります。 また、 当社では、 全従業員を対象に
コンプライアンス・アンケートを

　　　　

実施し、 その結果に基づいて課題を抽出
し、 それに対する具体的な施策を実施

　　　　

することで、 コンプライアンスの強化を図ってお
ります。

　　　

③

　

当社およびグループ会社は、 内部通報窓ロとしてコンプライアン
ス・ホットラ

　　　　

イン （コンプライアンス相談窓口） を社内外 （社外については専門業者および

　　　　

弁護士） に設置しており、 その内容、 件数については通報者保護
を前提に 「コ

　　　　

ンプライアンス・リスク管理統括委員会」 等に報告し、 問題の早期発見および

　　　　

対処、 未然防止の体制を整備し、 推進しており
ます。



（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　

①

　

当社およびグループ会社は、「文書取扱規程」
「機密情報管理規程」 その他関

　　　

連規程に則り、株主総会議事録、取締役会議事録等について迅
速に文書化する

　　　

とともに、 適切な方法により保存、 管理しております。

　　

②

　

当社およびグループ会社は、「コンプライアンス・リスク管理
統括委員会」

　　

等を半期毎に開催し、情報漏洩防止策及び被害最小化に向けた対応等、
情報管

　　

理強化に関する取り組みについて報告しております。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　

①

　

当社およびグループ会社は、 円滑な経営の遂行を阻害するリス
クの把握と低

　　　

減に取り組んでおります。 震災時の事業継続計画の方針やマニュ
アルを整備す

　　　

るとともに、 訓練を通じてリスクへの対応力の強化に
努めております。

　　

②

　

当社およびグループ会社は、 エスカレーションルールに則り
「緊急対策本部」

　　　

を設置することとしており、 同本部運営マニュアルを作成してい
ます。 また、

　　

適宜訓練等を行い、緊急事態により発生しうる被害を最小限に止める体制
を整

　　　

備し、 推進しており、 当期に発生したクェチア
ビン錠２００ｍｇ 「明治」 の回

　　　

収 （クラスｍ） 事案では、 緊急対策本部を召集し迅速な対応
を講じています。

（４）取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための・体制

　　

①

　

当社およびグループ会社は、 取締役会の決議に基
づく職務の執行を、「職務

　　

規程」 に定める基本的職務、 および職務権限ならびに関連規程に
より、 適切に

　　　

実施しております。

　　

②

　

当社およびグループ会社は、 経営に関する重要事項については、 経
営会議等

　　　

により事前に十分審議することを原則とし、 意思決定の迅速化および業務執行

　　　

の効率化を図っております。 また、 当社においては、 執行役員制度
を採用し、

　　　

迅速な意思決定がなされる仕組みを構築し、 運用しております。

（５）当社およびグループ会社ならびに当社の親会社から成る企業集団における業務の適

　

正を確保するための体制

　　

①

　

当社およびグループ会社は、 内部統制の精神を共有し、 当社の親会
社である

　　　

明治ホールディングス株式会社との連携により、 業務の適正性および財務報告

　　　

の信頼性を確保するための体制を整備し、 推進しております。

　　

②

　

明治ホールディングス株式会社が定める 「グループ会社管理規程」、 当社が

　　　

定める

　

塙ｅｉｊｉｓｅｉｌ‘ａファルマグループ会社管理規程」 その他関連規程により、

　　　

グループ全体の業務の適正化、 最適化に資する業務を適切に執行
しております。

　　

③

　

所定の重要事項について、 当社が意思決定しようとする場合には当社
が、 当



社のグループ会社が意思決定しようとする場合には当社が当該グループ会社よ

り適切に報告を受けた上で、 事前に明治ホールディングス株
式会社と協議して

おります。

④

　

前号の重要事項にかかる意思決定に基づく執行状況につき、当社の執行状況

については当社が、グループ会社の執行状況については当社が当該
グル←プ会

社より適切に報告を受けた上で、 明治ホールディングス株式会社に報
告してお

ります。

（６）財務報告の信頼性を確保するための体制

　　　

当社は、内部統制委員会を半期毎に開催し、財務報告に関
わる内部統制の評価

　　　

を行っており、 適正な財務書類の作成に向けて、 体
制整備、 強化を図っており

　　　

ます。

（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

　

に関する事項、 当該使用人の取締役からの独
立性に関する事項、 および監査役の当

　

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　

①

　

内部監査担当部署である監査部や総務部等の関連部署は、監査役の求めに応

　　　

じてその職務を補助しており、 当該職務に関しては監査役の指揮
命令に服して

　　　

おります。

　　

②

　

前号の措置により監査役の指示の実効性を確保しております。

（８）取締役、執行役員および使用人が監査役に報告するための体制、
グループ会社の取

　

締役、監査役、執行役員および使用人またはこれらの者から
報告を受けた者が監査

　

役に報告するための体制、 ならびにその他の監査役への報告に関する
体制

　　

①

　

当社の監査役は、取締役、執行役員および使用人から、取締役会、
経営会議

　　　

および社内の重要な会議を通じて、 また定期報告、 重要書類の回付等
により、

　　　

経営の意思決定および業務執行の状況に関して適切に報告を受けております。

　　

②

　

当社の監査役は、グループ会社の取締役、監査役、執行役員およ
び使用人ま

　　　

たはこれらの者から報告を受けた者から、 当社の監査役との会議を通
じて、 ま

　　　

たは必要に応じた報告もしくは重要書類の開示等により、 経営の意思決定およ

　　　

び業務執行の状況に関して適切に報告を受けております。

　　

③

　

監査役が事業に関する報告を求めた場合、 または監査役が業績、 財産の状況

　　　

を調査する場合は、 迅速かつ的確に対応しております。

（９） 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

　　

とを確保するための体制

　　　

当社は、 コンプライアンス・ホットライン （コン
プライアンス相談窓口） を社



　　　

内外 （社外については専門業者および弁護士） にそれぞれ設けるとともに、 内

　　

部通報の取扱いについて定めた 「コンプライアンス推進規程」 その他関連規程

　　

において、 内部通報をしたことを理由として不利
な取扱い等を受けないことを

　　

保証し、 かつ当該体制を整えて運用しております。

（１０） 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該

　

職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　

①

　

当社は、 監査役の職務の執行について生ずる費用
または債務を支弁するため、

　　

監査役と協議の上毎事業年度一定額の予算を設け、監査役の請求に基づき適切

　　　

に処理しております。

　　

②

　

当社は、 監査役がその職務の執行について会社法第
３８８条に基づく費用の前

　　

払い等を当社に請求した場合は、取締役会における審議に基づき当該請求に係

　　　

る費用または債務が当該職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、 速

　　　

やかに当該費用等を適切に処理しております。

（１１） 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　

①

　

当社の監査役は、 当社代表取締役との定期的な意見交換
を通じて情報共有を

　　　

行っております。

　　

②

　

当社の監査役は、監査役監査の重要性と有用性を十分認識した代表
取締役お

　　　

よび他の取締役からの積極的な協力を得て監査業務を適正に遂行しております。

　

（１２） 反社会的勢力の排除に向けた体制

　　　

①

　

当社およびグループ会社は、 取引先との間では反社会的勢力の排
除に関する

　　　　

契約等を締結し、「企業行動憲章」 に基づき、 市民社会の秩
序や安全に脅威を与

　　　　

える反社会的勢力および団体とは、 一切の関係を遮断しております。
また、 当

　　　　

社は、「企業行動憲章」 が記載されたコンプライアン
スカードを全従業員に配付

　　　　

し、 署名欄に署名させるとともに、 常に携帯
させ、 記載内容を周知徹底してお

　　　　

ります。

　　　

②

　

当社は、 反社会的勢力および団体による脅威を受け
たり被害を受ける虞のあ

　　　　

る場合には、 警察等関係行政機関や顧問弁護
士と緊密な連携を取るとともに、

　　　　

反社会的勢力の動向その他の情報収集に努め、反社会的勢力排除に向けた体制

　　　　

を整備し、 推進しております。
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（注） 本事業報告に記載された金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しており
ま

す。 また、 比率は表示桁未満の端数を四捨五入し
て表示しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以

　

上



独立監査人の監査報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０２５年５月２６日

Ｍｅｉｊｉ

　

ｓｅｉｋａ

　

ファルマ株式会社

取締役会

　　

御

　

中

ＥＹ新日本有限責任監査法人

東

　　

京 事

　　

務

　　

所

灘卵鰯雲蟹 公認会計±

　

高

　

田

　

慎

　

司

藁警繋豪華室蟹 公認会計士

　

衣

　

川

　

清

　

隆

翼冨擬隔壁量 嫌会計士

　

平

　

岡

　

亜 惟

監査意見

　

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基
づき、Ｍｅｉｊｉｓｅｉｋａ

　

ファルマ株式

会社の２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第１６６期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書及び個別注記表並びにその附属

明細書 （以下「計算書類等」 という。） について監査を行った。

　

当監査法人は、 上記の計算書類等が、 我が国において一般に公正妥当
と認められる企業

会計の基準に準拠して、 当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の
状況を、 全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を

行った。 監査の基準における当監査法人の責任は、
「計算書類等の監査における監査人の

責任員こ記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社

から独立しており、 また、 監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の
責任は、その他の記載

内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することキこある。

　

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人
が監査の過程で得た知識との間に

重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載

内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　

当監査法人は、 実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要
な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。

　

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



計算書類等に対する経営者及び監査役の責任

　

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することキこある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。

　

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等
を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する

責任がある。

　

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　

監査人の責任は、 監査人が実施した監査に基づいて、 全体としての
計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用
者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に従って、監査の過程を

通じて、 職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑
心を保持して以下を実施する。

・

　

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

　

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監
査人の判断に

　

よる。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・

　

計算書類等の監査の目的は、 内部統制の有効性について意見表明するた
めのものでは

　

ないが、 監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案する

　

ために、監査に関連する内部統制を検討する。
・

　

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、 並びに経営者によって行われた

　

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・

　

経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

　

入手した監査証拠に基づき、 継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は

　

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する

　

重要なく確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事
項に注意を

　

喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、

　

計算書類等に対して除タト事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、

　

監査報告書日までに入手‐した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

　

継続企業として存続できなくなる可能性がある。
，

　

計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥．当と認
められる企業

　

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、 関連する注記事項を含めた計算書類等の

　

表示、 構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示して

　

いるかどうかを評価する。

　

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実
施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、 及び監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。

利害関係

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間にはゞ 公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以

　　

上



監

　

査

　

報

　

告

　

書

　

私たち監査役は、２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第１６６期事業年度の取
締

役の職務の執行を監査し、たしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１， 監査の方法及びその内容

各監査役は、他の監査役と意思疎通及び清報の交換を図るほか、当社の監査役監査規程や監査

方針等にヰ達し、、取締役、執行役員、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情
報の収集

及び監査の環境の整備に努めるとともに、会計監査人との連携にも留意しつつ、以下の方法で監査を

実施しました。

①取締役会その他の重要な会議に出席もしくはオンライン経由で出席し、取締役、執行役員及び使用

人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を

閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子
会社につ

し、ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社か

ら事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと

して会社法施行規則第１００条第１：項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の

内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につし忙、取締役、執行役員

及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第５号イの留意した事項及び同号□の判

断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加

えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してし、るかを監視及び検証するととも

に、会計監査人からその耳湖努の執行状況につし、て報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、

会計監査人から「耳畿務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１

条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表） 及びその附属明細
書にっし、て検討いた

しました。



２， 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してし、るものと認

　

めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め

　

られません。

③

　

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制

　

システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につし、ても、指摘すべき事項は認

　

められません。

④

　

事業報告に記載されてし、る親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害

　

さなし、ように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかにつし、ての取締役会の判

　

断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

２０２５年５月２６日

Ｍｅｄｉｓｅｉｋａファルマ株式会社
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